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1． 対象施設 

類型別の方針・個別施設計画の対象施設は、栗原市公共施設最適化計画（以

下、「最適化計画」）と同様とし、平成30（2018）年３月31日（平成29（2017）

年度末）時点で栗原市（以下、「本市」）が保有するすべての建築物とします。 

なお、延床面積が50㎡未満の公共施設は、対象施設から除くものとします。 

※公共施設の全保有量：933施設（592,180㎡） 

※全保有量のうち、延床面積 50㎡未満の公共施設：310施設（6,108㎡） 

 

表1-1.対象施設 

大分類 中分類 施設数 延床面積（㎡） 

市民文化系施設 
集会施設 138 46,313 

文化施設 7 12,122 

社会教育系施設 
図書館 1 1,854 

博物館等 11 6,158 

スポーツ・レクリエーション系施設 
スポーツ施設 31 32,672 

レクリエーション・観光施設 23 29,768 

産業施設 産業施設 29 25,671 

学校教育系施設 
学校 19 125,215 

その他教育施設 4 8,358 

子育て支援系施設 
幼稚園・保育所・こども園 24 22,276 

児童施設 12 2,810 

保健・福祉系施設 

高齢福祉施設 53 20,605 

障害福祉施設 8 2,193 

児童福祉施設 1 1,330 

保健施設 6 5,778 

医療施設 医療施設 22 38,765 

行政系施設 
庁舎等 12 28,046 

消防施設 24 7,780 

公営住宅等 公営住宅等 57 65,007 

公園 公園 11 1,595 

供給処理施設 供給処理施設 3 9,465 

上水道施設 上水道施設 30 16,006 

下水道施設 下水道施設 10 4,181 

その他施設 その他施設 87 72,104 

計 623 586,072 
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2． 類型別の方針・第１期個別施設計画 

最適化計画において示した個別施設の「評価結果」と「最適化方針」を踏ま

え、「類型別の方針」と、第１期（令和２（2020）年度～令和11（2029）年度）

の10年間に実行可能と考えられる取り組みについて、実施予定年度を含めた個別

施設計画を策定します。 

 

図2-1.個別施設計画の検討手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栗原市公共施設最適化計画（～令和 37（2055）年度） 

個別施設評価結果 

・継続活用対象施設 

・見直し対象施設（サービス） 

・見直し対象施設（建物） 

・廃止対象施設 

公共施設最適化の基本的な方針 

公共施設等総合管理計画における数値目標 

基本方針①～④ 

第１期個別施設計画 

（～令和 11（2029）年度） 

最適化方針 

 

類型別の方針 
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 市民文化系施設 

 集会施設 

（施設数：138 延床面積：46,313㎡ １施設当たり平均延床面積：336㎡/施設） 

①類型別の現状 

集会施設は、主に貸室を有する施設が分類されており、社会教育事業を目的と

した公民館と、集会施設があります。その他の集会施設には、市民の交流促進を

目的とするコミュニティ施設、多目的ホールや調理実習室など多様な貸室機能を

有する農村環境改善センターや活性化センターがあります。 

集会施設は自治会等が指定管理者となっている施設が多く、利用の自由度が高

まっています。ただし、利用料や免除の条件が条例で定められるなど、一部制約

が設けられています。 

公民館は、公民館整備基本構想において、若柳公民館、志波姫公民館、一迫公

民館、瀬峰公民館および鶯沢公民館の５施設を順次整備していく計画としていま

す。 

 

②類型別の方針 

主に地域（自治会等）住民等が利用している集会施設は、利用の自由度がさら

に高まるよう地域団体への譲渡を検討します。 

また、譲渡までの間については、地域団体が指定管理者等として適切な維持管

理を行うこととしますが、地域団体が維持管理を行わない場合は、地域での需要

が少ないものと捉え、集会施設を含め同種・類似施設等と統廃合を検討します。 

更に、公民館の集約により、公民館として活用しなくなった施設については、

地域コミュニティの活動の拠点施設として活用する場合は、その利用状況や必要

性を鑑みコミュニティ施設として位置付けるとともに、施設の維持管理について

は、地域コミュニティ団体が指定管理者として管理運営を行うものとします。 

公民館は、すでに公民館整備基本構想が策定されている施設、ほかの公共施設

と複合されている施設など、地域の社会教育事業の中枢を担う施設については、

公民館として維持します。 
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 文化施設 

（施設数：７ 延床面積：12,122㎡ １施設当たり平均延床面積：1,732㎡/施設） 

①類型別の現状 

文化施設は、芸術文化の振興を目的とする文化会館等と、公民館機能を兼ねる

生涯学習センター等が分類されています。 

これらの施設は、コンサートなどの開催や体験学習施設として、全市的な利用

があります。全施設が公共の直営施設となっていますが、収入があり幅広い利用

がある施設は、民間活力の導入により施設の魅力的な利活用が期待できます。 

 

②類型別の方針 

文化施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用するため、

適切に修繕しながら維持管理を行います。 

施設の魅力を最大限に発揮させる運営体制の構築にむけて、指定管理者制度の

導入を検討します。 
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 個別施設計画 

① 対象施設 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

集会施設 138 46,313 9 954 53 16,788 79 28,571 

文化施設 7 12,122 0 0 0 0 7 12,122 

※実施済および第１期対象施設の施設数・延床面積について、すでに転用済みの施設（旧金田公民館、旧長崎公民館、旧姫松公民館）の転用後施設（一迫金田コ

ミュニティセンター、一迫長崎コミュニティセンター、一迫姫松コミュニティセンター）を第１期対象施設に掲載しているため、全施設の施設数と整合しない

（施設数が重複計上）。 

② すでに転用、解体している施設（平成 29 年度～令和元年度） 
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③ 第 1 期対象施設（中分類：集会施設） 
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④-1 第 2 期以降対象施設（中分類：集会施設） 
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④-2 第 2 期以降対象施設（中分類：文化施設） 
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 社会教育系施設 

 図書館・博物館等 

（施設数：12 延床面積：8,012㎡ １施設当たり平均延床面積：668㎡/施設） 

①類型別の現状 

社会教育系施設は、図書館、本市の歴史、文化的資料を収集、保管、展示を行

う文化財保護施設及び博物館等が分類されています。図書館は、築館地区に配置

されており、図書室を有する公民館など社会教育施設が全地区に配置されていま

す。 

個々の施設の役割が同種施設の中でも異なっているため、各施設の機能を維持

していくことが求められています。 

若柳郷土資料館は、地震による建物被害があり、休館となっています。展示資

料は、旧冨野小学校に移動しています。 

 

②類型別の方針 

図書館・博物館等は、歴史・文化を保存、伝承するため、現状維持を基本とし

ます。安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理

を行います。 

地震被害により休館している若柳郷土資料館は廃止、解体とします。 

 

 

 

  



 

 

 

2
1
 

 

 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

② 第1期対象施設 

 

 

 

 

 

 

  

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

図書館 1 1,854 0 0 0 0 1 1,854 

博物館等 11 6,158 0 0 4 1,805 7 4,353 
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③-1 第 2 期以降対象施設（中分類：図書館） 

 

 

 

 

 

 

③-2 第 2期以降対象施設（中分類：博物館等） 
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 スポーツ・レクリエーション系施設 

 スポーツ施設 

（施設数：31 延床面積：32,672㎡ １施設当たり平均延床面積：1,054㎡/施設） 

①類型別の現状 

スポーツ施設は、体育館、プール、屋内ゲートボール場、陸上競技場、テニス

コート、野球場など、多様な規模や機能が分類されています。また、同種のサー

ビスとして、市内すべての学校体育施設が地区に開放されています。 

建築物の規模が比較的大きいのは、体育館です。多様な機能を有する規模の大

きな総合体育館が若柳、栗駒にあり、小規模な地区体育館が各地区にあります。

体育館は1990年代以前の建築物が多く、設備が老朽化しています。 

総合体育館は、NPO法人や民間事業者により指定管理が行われています。 

第２期栗原市スポーツ推進計画（平成30年３月策定）において、社会体育施設

の計画的な整備改修を検討すること、指定管理者制度を含めた業務・管理の民間

委託の導入を検討することとしています。 

旧鶯沢体育館は、平成29（2017）年３月に廃止し、旧鶯沢中学校体育館を、鶯

沢体育館として使用しています。 

 

②類型別の方針 

体育館は、学校体育施設や公民館にある軽運動場など、市全体の同種・類似施

設の利用状況等を踏まえ、管理を検討します。 

廃止している旧鶯沢体育館は、解体します。 
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 レクリエーション・観光施設 

（施設数：23 延床面積：29,768㎡ １施設当たり平均延床面積：1,294㎡/施設） 

①類型別の現状 

レクリエーション・観光施設は、市民の健康及び福祉の増進と、地区の活性化

を目的として、温泉保養施設、農産物直売所が分類されています。その他観光施

設として、サンクチュアリセンターつきだて館、伊豆沼交流センター、くりはら

田園鉄道公園及び細倉マインパークなどがあります。観光客等を含め、市内外か

ら利用があります。 

温泉保養施設、農産物直売所は、民間事業者や農業協同組合等による指定管理

が行われているほか、民間事業者による産直施設が市内に複数あります。 

また、道の駅推進事業として、道の駅の整備が検討されています。 

 

②類型別の方針 

レクリエーション・観光施設のうち、民間事業者の自由な運営による施設の魅

力向上のために指定管理者制度を導入している施設については、売却または譲渡

を検討します。 

指定管理者制度を導入していない施設については、サービスの向上と効率的な

維持管理に向けて、指定管理者制度の導入を検討します。 

採算がとれず、指定管理による運営が困難となってきている施設は廃止、解体

します。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

② すでに解体している施設（平成 29 年度～令和元年度） 

 

 

 

 

 

③-1 第 1期対象施設（中分類：スポーツ施設） 

 

 

 

 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

スポーツ施設 31 32,672 0 0 2 1,071 29 31,601 

レクリエーション・

観光施設 
23 29,768 1 142 4 1,753 18 27,873 
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③-2 第 1期対象施設（中分類：レクリエーション・観光施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1 第 2期以降対象施設（中分類：スポーツ施設） 

 

  



 

 

 

2
7
 

 

 

  



 

 

 

2
8
 

 

 

  



 

 

 

2
9
 

④-2第 2期以降対象施設（中分類：レクリエーション・観光施設） 
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 産業施設 

（施設数：29 延床面積：25,671㎡ １施設当たり平均延床面積：855㎡/施設） 

①類型別の現状 

産業施設は、各産業を振興することを目的として、水田灌漑や排水等を目的と

する用排水機場や農産加工施設などのその他農業施設、牧場や有機肥料センター

等の畜産業施設が分類されています。 

その他の産業施設として、商業振興を目的とした公設小売市場、くりはら交流

プラザ（エポカ21）が分類されています。 

用排水機場、有機センターについては、市民生活への影響が大きく、代替機能

が確保できません。 

牧場は、利用団体への貸付が行われているか、現在使用していない施設となっ

ています。 

若柳公設小売市場は、民間事業者から使用料の収入があります。 

 

②類型別の方針 

用排水機場や有機センターは、公共性が高い施設として、現状を維持します。

安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行い

ます。 

牧場（牧野等）は、利用団体に譲渡を検討します。 

倉庫や物置として利用されている施設は、解体します。 

若柳公設小売市場は、民間事業者への売却を検討します。 

現在利用していない山王排水機場及び落堀機場は、解体します。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②第 1 期対象施設 

 

 

 

 

 

 

  

 全施設 実施済 第１期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

産業施設 29 25,671 0 0 7 3,917 22 21,754 
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③第 2 期以降対象施設 
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 学校教育系施設 

 学校 

（施設数：19 延床面積：125,215㎡ １施設当たり平均延床面積：6,590㎡/施設） 

①類型別の現状 

学校は、小学校、中学校が分類されています。 

学校再編計画は令和元（2019）年度で終了しますが、市教育委員会が考える適

正規模・適正配置に変更はないため、当面この状態を維持します。 

学校施設については、平成30（2018）年度から令和２（2020）年度で小学校・

中学校の現地調査を実施し、その結果をもとに令和２（2020）年度に学校施設等

長寿命化計画を策定します。 

 

②類型別の方針 

学校施設等長寿命化計画に基づき、適切に改修しながら維持管理を行います。 
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 その他教育施設 

（施設数：4 延床面積：8,358㎡ １施設当たり平均延床面積：2,090㎡/施設） 

①類型別の現状 

その他教育施設は、給食センター３施設と教職員や教育活動関係者の交流及び

研修を目的とする教育研究センターが分類されています。 

給食センターの建築年度は、一迫学校給食センターが最も古い平成15（2003）

年度、南部学校給食センターは平成18（2006）年度、北部学校給食センターは最

も新しく、平成27（2015）年度となっています。教育研究センターは昭和53

（1978）年度であり、老朽化が進行してきています。 

給食センターは、少子化に伴い配食数は減少しますが、必要な調理設備は基本

的に変わらないため、規模縮小は困難です。また、配食が必要な施設の立地を踏

まえて配置されているため、配置を変更することが難しく、統廃合による縮減も

困難です。 

教育研究センターは、適応指導教室（けやき教室）や子どもの心のケアハウス

と複合されています。 

 

②類型別の方針 

その他学校教育施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用

するため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②第 2 期以降対象施設（中分類：学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中分類 

全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

学校 19 125,215 0 0 0 0 19 125,215 

その他教育系施設 4 8,358 0 0 0 0 4 8,358 



 

 

 

3
8
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③第 2 期以降対象施設（中分類：その他教育施設） 
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 子育て支援系施設 

 幼稚園・保育所・こども園 

（施設数：24 延床面積：22,276㎡ １施設当たり平均延床面積：928㎡/施設） 

①類型別の現状 

幼稚園及び保育所が分類されています。各地区に１施設以上配置されており、

７施設で幼稚園・保育所が併設となっています。また、子育て支援センターが各

地区にあり、ほとんどの施設が複合化されています。 

なお、令和２（2020）年度に幼稚園を含めた学校施設等長寿命化計画を策定し

ます。 

 

②類型別の方針 

幼稚園は、長寿命化計画に基づき、適切に改修しながら維持管理を行います。 

保育所は、若柳地区の２施設と幼稚園を統合した幼保連携型認定こども園を整

備します。その他、単独の保育所については、保育需要や人口規模に応じて統廃

合を検討します。 
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 児童施設 

（施設数：12 延床面積：2,810㎡ １施設当たり平均延床面積：234㎡/施設） 

①類型別の現状 

児童施設は、放課後児童健全育成事業の実施を目的とする放課後児童クラブが

分類されます。 

放課後など特定の時間に必要なサービスであり、貸室や空き教室等を活用でき

ることから、他施設（小学校、老人福祉センター、コミュニティセンター等）に

複合されている施設と閉園施設を改修し実施している施設があります。 

小学校の立地を踏まえて配置されているため、配置を変更することが難しく、

統廃合による縮減も困難です。 

 

②類型別の方針 

児童施設は、安全・安心にできる限り長く使用するため、適切に修繕しながら

維持管理を行います。 

鶯沢放課後児童クラブの建替え及び築館放課後児童クラブの増築を実施しま

す。また、金成地区においても、放課後児童クラブの整備を検討します。 

整備する際は、空き教室など既存施設の活用を検討するとともに、需要に見合

った適切な規模とします。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

②すでに解体している施設（平成 29 年度～令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

③-1 第 1 期対象施設（中分類：幼稚園・保育所・こども園） 

 

 

 

 

 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

幼稚園・保育所・ 

こども園 
24 22,276 2 1,331 3 2,209 19 18,736 

児童施設 12 2,810 0 0 4 678 8 2,132 
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③-2 第 1 期対象施設（中分類：児童施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1 第 2期以降対象施設（中分類：幼稚園・保育所・こども園） 
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④-2 第 2 期以降対象施設（中分類：児童施設） 
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 保健・福祉系施設 

 高齢福祉施設 

（施設数：53 延床面積：20,605㎡ １施設当たり平均延床面積：389㎡/施設） 

①類型別の現状 

高齢福祉施設は、介護サービスを提供する施設として、通所介護を行うデイサ

ービスセンターや金成地区の複合施設であるやすらぎセンターのほか、高齢者向

けのコミュニティ施設である高齢者生活福祉センター、高齢者コミュニティセン

ター、介護予防拠点施設、ふれあいセンター、老人憩いの家が分類されていま

す。デイサービスセンターは、民間による同種サービスが提供されています。 

利用対象となる高齢者数は増加傾向にありますが、令和７（2025）年度以降は

減少することが見込まれています。 

デイサービスセンターや生活福祉センター、高齢者福祉センターは、社会福祉

法人による指定管理が行われています。利用人数の少なさや、修繕費の増加等、

指定管理を導入した管理体制の維持が難しくなってきている施設があります。 

高齢者向けのコミュニティ施設は自治会による指定管理が行われており、集会

施設と同様の機能を果たしています。一部、社会福祉法人の事務所が設置されて

いる施設があります。 

 

②類型別の方針 

デイサービスセンターは、運営の自由度を高めて施設の魅力を向上させるた

め、民間への譲渡を検討します。 

採算性をふまえ譲渡が困難である場合は、廃止、解体を検討します。 

高齢者向けコミュニティ施設は、主な利用者である地区団体への譲渡を基本と

します。 

地区団体との協議により、譲渡ができなかった場合、自治会単位での配置の需

要は少ないと考え、集会施設を含め、同種、類似施設との統廃合を検討します。 
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 障害福祉施設 

（施設数：８ 延床面積：2,193㎡ １施設当たり平均延床面積：274㎡/施設） 

①類型別の現状 

障害福祉施設は、主に障害者に対して自立した日常生活及び社会生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とした地域活動支援センターと、障害児の療

育支援事業を行うための福祉型児童発達支援センターが分類されています。 

地域活動支援センターには、「主たる事業所」が２施設、それぞれの「従たる

事業所」が２施設ずつあります。１施設を除いた５施設は、他施設（保健センタ

ーやデイサービスセンターなど）と複合または併設されています。 

栗原市障害者基本計画（平成30年３月策定）において、毎年度取り扱い件数が

増加している相談支援事業の強化のため、基幹相談支援センターの必要性につい

て検討を行うこととしています。 

 

②類型別の方針 

障害福祉施設は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心に

できる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行い、需要をふま

えて方向性を検討します。 

基幹相談支援センターなど、新たな需要に対しては、用途廃止施設など既存施

設の活用を検討します。 
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 児童福祉施設 

（施設数：１ 延床面積：1,330㎡ １施設当たり平均延床面積：1,330㎡/施設） 

①類型別の現状 

児童福祉施設は、一定の条件を満たす保護者及び児童を保護する母子生活支援

施設が１施設分類されています。 

 

②類型別の方針 

児童福祉施設は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心に

できる限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行いますが、単独

自治体による運営は県内においては少なく、人的配置も困難になっていることか

ら広域連携の検討や社会福祉法人等への民間委託についても検討を進めていきま

す。 
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 保健施設 

（施設数：６ 延床面積：5,778㎡ １施設当たり平均延床面積：963㎡/施設） 

①類型別の現状 

保健センターは、市民の健康維持と増進に向けて、市民に密着した保健サービ

スを行うとともに、市民の自主的な保健活動の場に資するための保健センターが

築館、栗駒、高清水、瀬峰、花山の各総合支所の一室等に設置されています。 

住民検診や乳幼児健診等のため、設置地区の住民を中心として利用されていま

す。乳幼児健診は年間を通じて実施され、築館保健センター及び金成やすらぎセ

ンターで実施されています。 

 

②類型別の方針 

保健施設は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用するため、

適切に修繕しながら維持管理を行います。 

特定の部屋を占有する必要性が低いため、稼動していない時間の活用を検討し

ます。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

高齢福祉施設 53 20,605 0 0 30 7,486 23 13,119 

障害福祉施設 8 2,193 1 160 0 0 7 2,033 

児童福祉施設 1 1,330 0 0 0 0 1 1,330 

保健施設 6 5,778 0 0 0 0 6 5,778 

 

②すでに譲渡している施設（平成 29 年度～令和元年度） 
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③第 1 期対象施設（中分類：高齢福祉施設） 
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④-1 第 2 期以降対象施設（中分類：高齢福祉施設） 
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④-2 第 2 期以降対象施設（中分類：障害福祉施設） 
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④-3 第 2 期以降対象施設（中分類：児童福祉施設） 
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④-4 第 2 期以降対象施設（中分類：保健施設） 
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 医療施設 

（施設数：22 延床面積：38,765㎡ １施設当たり平均延床面積：1,762㎡/施設） 

①類型別の現状 

医療施設は、市民の健康保持に必要な医療を提供するために設置される病院や

診療所と、勤務する医師向けの官舎として設置される医師住宅が分類されていま

す。築館、若柳、栗駒の３地域に病院が配置され、高清水、瀬峰、鶯沢、花山の

４地域に診療所が配置されています。 

栗原中央病院は、第７次宮城県地域医療計画において、大崎・栗原医療圏の中

核的な病院として位置付けされています。 

文字診療所については、平成24（2012）年10月から休診し、平成31（2019）年

１月に廃止しています。 

 

②類型別の方針 

病院及び診療所は、現状を維持します。安全・安心にできる限り長く使用する

ため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

医師住宅は、老朽化している建物から解体します。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②すでに解体している施設（平成 29 年度～令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

医療施設 22 38,765 3 811 0 0 19 37,954 
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③第 2 期以降対象施設 
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 行政系施設 

 庁舎等 

（施設数：12 延床面積：28,046㎡ １施設当たり平均延床面積：2,337㎡/施設） 

①類型別の現状 

庁舎等には築館地区の本庁舎、各地区の総合支所が分類されています。 

総合支所は、主に行政の窓口としての役割を担っていますが、本庁部局が配置

されている施設があります。築館総合支所には市民生活部市民課、金成総合支所

には上下水道部、教育部、監査委員事務局及び農業委員会事務局が配置されてい

ます。 

本庁舎並びに総合支所は集会施設や保健・福祉施設との複合化を図るととも

に、各地区の状況を考慮し適正な配置を進めています。 

②類型別の方針 

庁舎等は、公共施設として維持します。安全・安心にできる限り長く使用する

ため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 
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 消防施設 

（施設数：24 延床面積：7,780㎡ １施設当たり平均延床面積：324㎡/施設） 

①類型別の現状 

消防施設は、本市の消防に関する事務を処理するための消防署及び分署、出張

所などの消防庁舎のほか、市民の防災に関する知識、意識の高揚を図る防災学習

センター、消防機械器具や水防資機材の適正な管理を図るための格納庫・水防倉

庫が分類されています。 

消防署は築館地区に立地しており、ほかに２つの分署、２つの出張所があり水

防倉庫は各地区単位で配置されています。 

格納庫は、消防団の配置にあわせて整備されています。各地区で消防団の担い

手が減少していることから、消防団改編とともに、格納庫の配置についても見直

しが必要です。 

 

②類型別の方針 

消防施設は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心にでき

る限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

ただし、消防団格納庫は、組織改編の状況を踏まえながら統廃合を検討しま

す。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②-1 第 2 期以降対象施設（中分類：庁舎等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

庁舎等 12 28,046 0 0 0 0 12 28,046 

消防施設 24 7,780 0 0 0 0 24 7,780 
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②-2 第 2 期以降対象施設（中分類：消防施設） 
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 公営住宅等 

（施設数：57 延床面積：65,007㎡ １施設当たり平均延床面積：1,140㎡/施設） 

①類型別の現状 

公営住宅等は、住宅に困窮する低額所得者の住宅生活の安定と社会福祉の増進

を図ることを目的として設置している公営住宅法に基づく公営住宅（公営住宅、

災害公営住宅、特定公共賃貸住宅）、市内事業所に勤務又は勤務しようとする者

や市内に定住又は居住しようとする者の定住を促進するための市営住宅（一般市

営住宅、定住促進住宅、定住応援住宅）、岩手・宮城内陸地震の被災者を対象と

し設置している復興住宅が分類されています。 

栗原市公営住宅等長寿命化計画（平成28年３月改訂）において、耐用年数、建

築経過年数や老朽化の度合い等による個別施設の判定結果に基づき、建替え、用

途廃止、維持管理等の実施方針が示されています。 

高清水、鶯沢、志波姫地区の市営住宅は、耐用年限を経過した住宅の比率が高

い状態です。建替えによる団地集約化の実施により管理戸数の削減に取り組んで

います。 

 

②類型別の方針 

公営住宅等は、長寿命化計画に基づき、継続利用、建替え、用途廃止等の実施

方針及び予防保全型の維持管理を推進します。 

建替えの場合は、住宅管理戸数の縮減など集約化を図りながら、適正な設備・

規模で建替えます。 

昭和30（1955）～40（1965）年代に建設された木造の市営住宅は廃止、解体し

ます。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

②第 1 期対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

  

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

公営住宅等 57 65,007 0 0 7 13,247 50 51,760 
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③第 2 期以降対象施設 
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 公園 

（施設数：11 延床面積：1,595㎡ １施設当たり平均延床面積：145㎡/施設） 

①類型別の現状 

公園は、公共の福祉の増進のために設置される公園内の管理棟、トイレ及び東

屋が分類されています。ほとんどが100㎡未満の小規模な建物です。 

炊事棟などキャンプ場機能を有する公園があります。 

単独の建物で維持または廃止の判断をすることが適さない施設であり、立地し

ている公園の方針を踏まえた検討が必要です。 

 

②類型別の方針 

立地している公園の利用状況にあわせて維持または廃止の方向性を検討しま

す。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②第 2 期以降対象施設 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

公園 11 1,595 0 0 0 0 11 1,595 
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 供給処理施設 

（施設数：３ 延床面積：9,465㎡ １施設当たり平均延床面積：3,155㎡/施設） 

①類型別の現状 

供給処理施設は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、

一般廃棄物の可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを適正に処理するクリーンセンター

と可燃ごみ焼却残渣等を埋立する最終処分場、し尿処理を行う衛生センターの３

施設が分類されています。 

供給処理施設は、市民生活への影響が大きく、代替機能が確保できません。 

クリーンセンター（可燃ごみ：平成元年３月完成、粗大ごみ：昭和54年３月完

成）は、栗原市クリーンセンター長寿命化総合計画（平成28年３月策定）に基づ

き、平成28（2016）年度から平成30（2018）年度までの３ヵ年で基幹的設備改良

工事を実施したことにより、15年間の延命化が図られ、令和15（2033）年度まで

稼働できる見込みです。 

最終処分場（平成11年３月完成）の埋立完了は、残余容量から令和13（2031）

年度と見込んでいますが、埋立完了後も浸出水を処理する施設となります。 

衛生センター（昭和63年３月完成）は、計画的な設備及び機器を整備するた

め、機械設備整備計画（平成31年3月策定）を策定し、延命化を図っています。 

 

②類型別の方針 

供給処理施設は、公共性が高い施設として、既存施設の延命化を図り稼働しま

す。 

なお、供給施設の更新を含めた施設整備のあり方について、検討します。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②第 2 期以降対象施設 

  

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

供給処理施設 3 9,465 0 0 0 0 3 9,465 
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 上水道施設 

（施設数：30 延床面積：16,006㎡ １施設当たり平均延床面積：534㎡/施設） 

①類型別の現状 

上水道施設は、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とし

て、浄水場や配水池、ポンプ場などが分類されています。 

平成29（2017）年度から、すべての簡易水道事業が水道事業に統合され、ほぼ

全域が給水区域となりました。この統合にともない、不要施設が生じています。 

こうした不要施設の統廃合により効率的な事業運営をするため、栗原市水道施

設整備基本計画（平成29年3月）並びに栗原市水道事業アセットマネジメント計画

（平成31年3月）を策定しました。 

 

②類型別の方針 

将来においても安定した安全な水道水の供給、更には持続可能な事業運営のた

め、技術的知見に基づいた現有資産の状態、健全度を適切に診断・評価し、中長

期的な更新需要及び財政収支の見通しを踏まえ、更新財源の確保を検討したアセ

ットマネジメントの結果を基礎とし、今後50年、100年後の将来を見据えた取り組

みの目指すべき方向性やその実施策などを提示する「水道ビジョン」を現在策定

しています。その中で、当面の具体的な施策として、「水道施設整備基本計画」

に基づく施設統廃合計画の実施を位置付け、今後推進します。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

②第 1 期対象施設 

  

 

 

 

  

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

上水道施設 30 16,006 0 0 10 2,663 20 13,343 
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③第 2 期以降対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8
6
 

  

 

 

 

  



 

87 

 

 

 下水道施設 

（施設数：10 延床面積：4,181㎡ １施設当たり平均延床面積：418㎡/施設） 

①類型別の現状 

下水道施設は、し尿や生活雑排水などの汚水等を処理することを目的として、

浄化センター、中継ポンプ場、農業集落排水処理施設に分類されています。浄化

センターは瀬峰地区、鶯沢地区、花山地区に１施設ずつ、中継ポンプ場は花山地

区に1施設配置されており、農業集落排水処理施設は、農地が集積している平坦部

の農村地域に６施設点在し、全10施設を有しています。 

栗原市下水道施設長寿命化計画（平成24年12月策定）に基づく予防保全型の維

持管理が行われており、すでに個別施設を現況調査した上で決定された計画があ

ることから、既存計画との整合を図る必要があります。 

また、栗原市下水道事業経営戦略（平成29年２月策定）に基づく下水道区域の

最適化（農業集落排水区域の統合）と、これにともなう施設の廃止が進められて

います。 

公共下水道事業の長寿命化対策事業で、浄化センターの設備やマンホールポン

プの機器更新及び改築を実施しています。 

また、栗原市下水道ストックマネジメント計画（平成29年２月策定）では、設

備及び機器の重要度、影響度等を考慮して、各施設や予防保全型と事後保全型に

分類し、目標耐用年数に向けた点検・調査の頻度や改築の判断基準を示してお

り、同計画の更新（令和元年度）、同実施計画の策定（令和２年度）を予定して

います。 

 

②類型別の方針 

栗原市下水道事業経営戦略等に基づき、公共下水道への切替により効率化等が

図られる浄化センター及び農業集落排水処理施設については、順次切替をし、用

途を廃止しますが、建築物部分は耐用年数経過後も利用に支障がないため、下水

道用の防災倉庫として活用します。 

また、継続活用対象施設にあっては、下水道ストックマネジメントに基づき、

予防保全型の維持管理・更新に取り組みます。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②第 1 期対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

下水道施設 10 4,181 0 0 2 474 8 3,707 
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③第 2 期以降対象施設 
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 その他施設 

（施設数：87 延床面積：72,104㎡ １施設当たり平均延床面積：829㎡/施設） 

①類型別の現状 

その他施設は、行政財産である火葬場や公衆便所、倉庫等と、用途廃止された

閉校学校などの普通財産があります。 

火葬場は、効率的な運営のため、指定管理が行われています。火葬炉の修繕費

が指定管理料に加えて毎年発生しています。火葬場は市民生活への影響が大き

く、代替機能が確保できません。 

また、普通財産として閉校した学校や幼稚園施設等が分類され、一部施設は民

間事業者等へ貸付している施設もあります。なお、施設の用途廃止後も維持管理

費が発生しています。 

用途廃止され利用予定がない普通財産は、設備等の老朽化の進行が早く、建物

の状況にあわせて早急に方向性を決定していく必要があります。 

 

②類型別の方針 

火葬場は、公共性が高い施設として、現状を維持します。安全・安心にできる

限り長く使用するため、適切に修繕しながら維持管理を行います。 

利用予定のない普通財産は、売却、解体の検討を行います。建築物の老朽化の

進行が早く、利活用の可能性が減少することから、方向性は用途廃止後速やかに

決定します。 

貸付している普通財産は、使用者への売却、譲渡を検討します。売却、譲渡が

困難な場合は、貸付期間終了後に解体します。 

普通財産のうち貸付のない閉校学校は、閉校後周辺住民と利活用の協議を行い

ます。地域で使用しない場合は、売却、解体の検討をします。 
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 個別施設計画 

①対象施設 

 

 

 

②すでに解体している施設（平成 29 年度～令和元年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全施設 実施済 第1期対象施設 第2期以降対象施設 

中分類 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

その他施設 87 72,104 6 1,401 62 64,419 19 6,284 
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③第 1 期対象施設 
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④第 2期以降対象施設 
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